
入札価格調査制度事務フロー 
 

事業者 調査委員会 契約主管課 

開札 

落札決定 

失格基準価格以上調査基準価

格未満である。 

いいえ：調査対象外 はい 

確認資料提出の通知 確認資料を提出 
確認資料を受領 

確認資料を基に調査実施 

（必要時） 
聞取り等の実施 

追加資料作成、聞取り対応 
契約の内容に適合した履行が

なされないおそれがあるか否

かの判断 

契約主管課長に調査結果報告 調査結果報告書を受領 

履行可能 
な場合 

適合した履行が

されないおそれ

があるとき 

当該事業者を失格と

し、次順位者に確認

資料提出の通知 確認資料を提出 

第１順位者 

次順位者 

第１順位者と同様の 
調査を行う 

契約主管課長に調査結果報告 調査結果報告書 
を受領 

履行可能 
な場合 

適合した履行

がされないお

それがあると

きは、第１順

位者と同様の

手続きを、順

次、履行可能

な事業者まで

行う 


